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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年7月21日(2011.7.21)

【公表番号】特表2007-521396(P2007-521396A)
【公表日】平成19年8月2日(2007.8.2)
【年通号数】公開・登録公報2007-029
【出願番号】特願2006-540530(P2006-540530)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/14     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/22     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/28     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ 101/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｅ
   Ｂ２３Ｋ   1/00    　　　Ｓ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｄ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｊ
   Ｂ２３Ｋ  35/14    　　　Ａ
   Ｂ２３Ｋ  35/14    　　　Ｆ
   Ｂ２３Ｋ  35/22    ３１０Ｄ
   Ｂ２３Ｋ  35/28    ３１０Ｂ
   Ｂ２３Ｋ 101:14    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年6月1日(2011.6.1)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重量パーセントで、少なくとも８０％のアルミニウム、０．０１～０．５％のイットリ
ウムおよび／または０．０５～０．５％のビスマス、ならびに、Ｓｉ＜１．０％　Ｆｅ＜
１．０％　Ｃｕ＜１．０％　Ｍｎ＜２．０％　Ｍｇ＜３．０％　Ｚｎ＜６．０％　Ｔｉ＜
０．３％　Ｚｒ＜０．３％　Ｃｒ＜０．３％　Ｈｆ＜０．６％　Ｖ＜０．３％　Ｎｉ＜２
．０％　Ｃｏ＜２．０％　Ｉｎ＜０．３％　Ｓｎ＜０．３％、合計０．１５％であるその
他の元素それぞれ＜０．０５％、残りはアルミニウムである含有物の元素を含む芯材用の
アルミニウム合金製の帯材または板材であって、少なくともその片面にロウ付け用アルミ
ニウム合金が被覆されている、アルミニウム合金製の帯材または板材。
【請求項２】
　重量パーセントで、ロウ付け用合金が、４～１５％のシリコンを含む合金であることを
特徴とする、請求項１に記載のアルミニウム合金製の帯材または板材。
【請求項３】
　ロウ付け用合金が、Ａｇ、Ｂｅ、Ｂｉ、Ｃｅ、Ｌａ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｓｂ、Ｙ、の元素あ
るいはミッシュメタルという、合金の表面の張力を変化させることを目的とした少なくと
も一つの要素を含むことを特徴とする、請求項１に記載のアルミニウム合金製の帯材また
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は板材。
【請求項４】
　ロウ付け用合金の被覆が、基材用のアルミニウム合金とのロール圧延によって得られる
クラッドされた層であることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載のアルミ
ニウム合金製の帯材または板材。
【請求項５】
　ロウ付け用合金の被覆が、場合によっては樹脂層内に包まれた微粒子で構成されている
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載のアルミニウム合金製の帯材また
は板材。
【請求項６】
　重量パーセントで、０．０１～０．５％のイットリウムおよび／または０．０５～０．
５％のビスマス、ならびに、Ｓｉ＜１．０％　Ｆｅ＜１．０％　Ｃｕ＜１．０％　Ｍｎ＜
２．０％　Ｍｇ＜３．０％　Ｚｎ＜６．０％　Ｔｉ＜０．３％　Ｚｒ＜０．３％　Ｃｒ＜
０．３％　Ｈｆ＜０．６％　Ｖ＜０．３％　Ｎｉ＜２．０％　Ｃｏ＜２．０％　Ｉｎ＜０
．３％　Ｓｎ＜０．３％、合計０．１５％であるその他の元素それぞれ＜０．０５％、残
りはアルミニウムである含有物の元素を含むアルミニウム合金製の帯材または板材を用い
て実現される、ロウ付けされた部材。
【請求項７】
　用いられる帯材または板材が、ロウ付け用合金で被覆されることを特徴とする、請求項
６に記載のロウ付けされた部材。
【請求項８】
　用いられる帯材または板材が、樹脂層内に包まれたロウ付け用合金の微粒子で被覆され
ていることを特徴とする、請求項７に記載のロウ付けされた部材。
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